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平成２８年度 経済労働局事業概要 

産業政策部事業概要 

１ 事務所所在地 

  庶務課、企画課、消費者行政センター 

川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 10階

２ 機構及び職員数 

  部長以下 29名（庶務課 8名、企画課 10名、消費者行政センター10名）

３ 主 要 事 業 

【企画課】 

（１）「川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例」の施行及び「かわさき産業振  

興プラン」に基づく施策の展開 

市内中小企業活性化の取組の推進に向けて、「川崎市中小企業活性化のための成長戦略

に関する条例」を平成 28年 4月 1日に施行している。
川崎市総合計画の分野別計画であり、この条例の実施計画という側面も有する「かわさ

き産業振興プラン」に基づき、実効性のある中小企業活性化の取組を推進する。

（２）知的財産戦略推進事業 

大企業・研究機関等に蓄積されている特許や技術等の知的財産を中小企業に紹介し、中

小企業の自社製品開発や技術高度化などを総合的に支援する「知的財産交流会」を開催す

るとともに、こうした川崎発のオープンイノベーションの取組を広く情報発信し、中小企

業の新事業展開を促進するための「知的財産シンポジウム」を開催する。

また、知的財産を戦略的に活用した経営手法について、中小企業へ浸透させることを目

的として知的財産に関する体系的な知識を習得するために開発したカリキュラムに基づく

「知的財産スクール」を開催し、知的財産人材を育成する。

（３）小杉町二丁目地区コンベンション施設整備推進事業 

武蔵小杉駅北側の小杉町二丁目地区における、都市型住宅、商業施設等の複合建築物の

開発計画の中で、開発事業者から本市に対し、コンベンション施設の寄附の考えが示され

たことを受け、川崎の産業集積を活かしたオープンイノベーションの促進をコンセプトと

して、平成 30 年度の供用開始を目指して、約 920 ㎡のホールや会議室等を備えたコンベ
ンション施設の整備を推進する。

【消費者行政センター】

（１）消費者自立支援推進事業 

平成 26 年度に策定した「消費者行政推進計画」に基づき、消費者の自立を支援すると
ともに、被害の未然防止に向けた取組を推進する。
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（２）消費生活相談情報提供事業 

消費者からの消費生活に関する相談に対応し、消費者被害の未然防止等を図るとともに、

「相談年報」「相談月報」等を発行し、市民への情報提供を図る。

消費生活相談については、「川崎市消費生活センター条例」の施行に合わせ、平成 28年
4月 1日から土曜日の電話相談を実施している。

（３）消費者啓発育成事業 

消費者が健全な日常生活を営むことができるよう、出前講座や情報紙・リーフレットな

どにより、消費生活に関する知識の普及と情報提供の充実を図る。
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 国際経済推進室事業概要 

１ 事務所所在地 

川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 10階

２ 機構及び職員数 

室長以下 12名

３ 主 要 事 業 

【国際経済】 

（１）海外販路開拓事業 

市内企業の海外展開を支援するため、海外現地にて各種サポートを実施する。

具体的には、中国（上海、瀋陽、青島等）、タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

等で開催される展示会等に出展し、市内企業の海外での販路開拓を支援する。

また、市内企業の海外現地でのビジネス活動を支援するため、上海、瀋陽、バンコクでのレ

ンタル事務所機能の利用可能企業を拡大するほか、海外で相談できる窓口を設置する等、支援

の充実化を進める。

（２）川崎市海外ビジネス支援センター（略称：ＫＯＢＳ
コ ブ ス

）の運営 

市内企業の海外展開支援のワンストップ拠点として「川崎市海外ビジネス支援センタ

ー」を運営しており、ここでは、海外支援コーディネーターが、川崎国際ビジネス交流推

進協議会や川崎日中産業交流協会、ジェトロ等関係機関と連携し、市内企業の各ステージ

に合わせた海外展開支援を実施している。

【環境産業】 

（１）国際環境産業推進事業 

ア グリーンイノベーションの取組 

「川崎グリーン・イノベーション推進方針」に基づき、環境局をはじめとする関係局

と密接に連携しながら、「かわさきグリーンイノベーションクラスター」を通じ、本市の

強みである環境技術・産業を活かした取組をより一層発展・拡大していくとともに、環

境関連企業の新たな取組や海外展開を支援する。 

また、本市が公害問題解決の過程で蓄積してきた環境行政知見と企業・団体が持つ環

境技術を組み合わせて、環境問題に関する国際貢献と環境産業振興の取組を推進する。 

イ 川崎国際環境技術展の開催 

「川崎国際環境技術展」にて、川崎の優れた環境技術を国内外へ積極的に情報発信し、

国内外の企業等とのビジネスマッチングの場を提供することで、市内環境関連産業の振

興と環境技術の海外への移転による国際貢献を図る。 

また、技術移転の実現に向けた支援として専門家を配置するなど、マッチングフォロ

ーアップを実施する。 
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 産業振興部事業概要

１ 事務所所在地 

工業振興課、商業振興課

観光プロモーション推進課 川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 10階
  金融課          幸区堀川町 66-20 川崎市産業振興会館 5階
  中小企業溝口事務所    高津区溝口 1-6-10 川崎市生活文化会館 3階
  計量検査所        川崎区藤崎 3-1-10 

２ 機構及び職員数 

  部長以下 39名（工業振興課 16名〔計量検査所 5名を含む〕、商業振興課 9名、観光プロモ
ーション推進課 6名、金融課 6名、中小企業溝口事務所 1名）

３ 主 要 事 業 

【工業振興課】 

（１）川崎工業ブランド推進事業 

市内中小製造業の優れた製品や技術を「川崎ものづくりブランド」として認定し、国内

外へ情報発信していくことで、中小企業の販路拡大を支援するとともに、本市が誇る先進

的なものづくり技術の優位性を広く PRする。

（２）ものづくり中小企業経営革新支援事業 

ア 産学共同研究開発プロジェクト助成事業 

今後、成長が見込まれる新産業分野において、市内中小企業等と大学・研究機関等と

の共同研究開発に要する経費の一部を助成する。 

   イ 新技術・新製品開発等支援事業 

市内中小製造業者が単独または複数の連携先と共同で行う新技術、新製品開発に要す

る経費の一部を助成する。 

   ウ がんばるものづくり企業応援補助事業 

 市内中小企業の安定した経営の継続を図るため、経営改善や販路開拓に向けた取組に

要する経費の一部を助成する。 

（３）中小製造業合同出展事業 

中小企業の取引先開拓を支援するため、展示会等への合同出展支援を行う。

（４）企業誘致推進事業 

企業立地情報の収集、先端産業創出支援制度（イノベート川崎）の活用等により、市内

先端産業の創出と集積、技術力を有する中堅・中小企業等の誘致を図る。

（５）内陸部操業環境保全対策事業 

内陸部工業系用途地域には、住宅と工場が混在する地域が増加しており、企業の操業環

境と住民の住環境の調和が課題となっている。このため、オープンファクトリー等の取組
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により、地域住民にものづくりへの理解を深め、工業者と住民の相互理解を促進すること

で、市内中小製造業の集積の維持・発展及び操業環境の保全を図る。

（６） 計量検査所各種事業 

適正な計量の実施を確保するため、特定計量器定期検査、商品量目及び有効期間のある

特定計量器の立入検査等を計量法に基づき行っているほか、市内計量器使用事業所の計量

管理の推進及び消費者に対する計量知識の普及・啓発に努める。  

なお、主な事業は次のとおりである。

ア 特定計量器定期検査補助事業

イ 立入検査事業

ウ 質量標準管理事業

エ 計量管理の推進

オ 計量の普及・啓発事業

カ 計量団体育成事業

その他の事業 

基盤技術支援事業、中小企業経営支援事業、テクノトランスファー事業、ものづくり人

づくり事業、新川崎Ａ地区企業誘致推進事業、マイコンシティ企業誘致推進事業、建設業

振興事業、商工業従業員永年勤続者表彰事業、産業振興財団運営費補助事業、川崎市産業

振興会館指定管理者事業など

【商業振興課】 

（１）商業力強化事業 

商店街・商業集積エリア・個店、それぞれの振興を図る視点から、「商店街魅力アップ

支援事業」、「エリアプロデュース事業」、「魅力あふれる個店創出事業」を実施する。

また、川崎商工会議所街おこし協力隊や商工会議所各支部と連携して、商店街に直接訪

問し、地域の実情や課題を把握するとともに、課題解決に向けてアドバイス等を行う「出

張キャラバン隊事業」を展開する。

（２）商店街課題対応事業 

商店街の街路灯の LED 化等を推進する「商店街エコ化プロジェクト事業」や防犯カメ
ラ等を整備する「安心・安全事業」により、商店街設備の整備を推進する。

また、商店街が保有する街路灯、アーチ、アーケードの撤去について、事業費の 1/2を
支援する「施設撤去事業」を 27年度から期間限定で実施している。

（３）まちづくり連動事業 

ア 中心市街地活性化のため、タウンマネージメントを行う「かわさき TMO」を通じ、
川崎駅周辺の回遊性向上・賑わいの創出、情報発信力の強化等を行う。

イ 大規模小売店舗立地法に基づく事務手続き等を行う。

ウ 一般市民が安心して通行できるよう、一般地下街アゼリア公共地下歩道の管理に関す

る負担などを行う。
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（４）商業ネットワーク事業 

川崎駅周辺の商業拠点の集客や回遊性の向上に繋がる地元主体のイベント等を支援す

ることにより、川崎の都市ブランド力の向上を図る。

その他の事業 

Buy かわさき推進事業、川崎市商店街連合会補助事業、公衆浴場経営安定等補助事業、
商業人材育成事業、商人（あきんど）デビュー塾実施事業、商業アドバイス事業、空き店

舗活用アワード事業など

【観光プロモーション推進課】 

（１）産業観光推進事業 

産業観光を推進するため、産業観光ツアー・工場夜景屋形船クルーズ・工場夜景バスツ

アー、産業観光検定の実施、産業観光ガイドの養成、産業観光受入事業所のネットワーク

強化、教育旅行誘致活動等の実施のほか、「工場夜景フォトコンテスト」等を開催し、更

なる知名度の向上に取り組む。

（２）外国人観光客誘客推進事業 

2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催を見据え、海外からの観光客誘客を
推進するため、国のビジット・ジャパン地方連携事業による海外旅行会社等への訪日 PR
活動、近隣自治体と連携した羽田空港 6県市観光情報センターの共同運営等を行うととも
に、外国語ホームページやパンフレット等による観光情報の発信のほか、国が主催する観

光商談会への出展等による情報発信の強化に取り組む。

（３）市制記念多摩川花火大会事業 

「ふるさと川崎」の市民意識の高揚と豊かな市民文化の創造を目指すとともに、市制施

行を記念して花火大会を実施する。

（４）市民祭り事業 

地域経済の活性化と豊かな市民文化の創造に向け、商業者などの民間事業者及び市民と

の連携により、本市の魅力・活力を発信する「かわさき市民祭り」を開催する。

（５）民間主導による観光振興事業 

民間事業者主催の観光ツアーや大田区と連携した広域的な観光事業を推進し、地域の回

遊性の向上や活性化に繋げる。

（６）観光振興計画推進事業 

平成 27 年度に策定した「新・かわさき観光振興プラン」に基づき、産業観光のバージ
ョンアップ、生田緑地の観光強化、川崎駅周辺エリアの国際的な観光拠点化、「食」の魅

力の開発・発信等の取組を推進する。

その他の事業 

観光情報提供事業、かわさき名産品認定事業、川崎市観光写真コンクール事業、観光案
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内所運営事業、菊花大会等褒章事業、観光事業協議会負担金事業など

【金融課・中小企業溝口事務所】 

間接融資事業、信用保証等促進支援事業等により、厳しい経営環境にある中小企業を支援

し、経営の安定化を図る。

（１）間接融資事業 

平成 28年度川崎市中小企業融資制度の主な改正点は、次のとおり。
ア 小規模事業資金の小口の運転資金として低利で返済期間が比較的長い「小規模事業資

金（ミニ）」を創設

イ 小規模事業資金(小口サポート型）の融資限度額を 2,000万円に拡充
ウ 「小口零細対応小規模事業資金」の融資利率を 0.1％引下げ
エ 「創業支援資金」の信用保証料の 1/4補助を新たに実施

平成 28年度川崎市中小企業融資制度一覧表
制度名 申込資格等 融資限度額 融資利率 期間

振興資金

中小企業者・協同組合等

中小企業者

2億円
協同組合等

4億円

年 2.5％以内
※1 

(短期) 
1年以内 
(長期）
運転資金

7年以内
設備資金

10年以内

設備強化支援資

金

年 2.4％以内
※1 

設備資金

15年以内

海外展開

振興資金

１ 海外市場において販路を開拓する中小企

業者等

２ 海外において生産拠点・販売拠点等を設

置又は拡張する中小企業者等

３ アジア起業家村入居・卒業企業又は外国

人従業員による独立開業企業と共同して事業

を実施する中小企業者等

5,000万円 年 1.9％以内

運転資金

7年以内
設備資金

10年以内

小規模事業資金

従業員 30人以下（商業・サービス業は 10人
以下）の小規模事業者

3,500万円 年 2.1％以内
運転・

設備資金

8年以内
小規模事業資

金（短期サポー

ト型）

2,000万円 年 1.2％以内
運転・

設備資金

1年以内
小規模事業資

金（小口サポー

ト型）

2,000万円 年 1.4％以内
運転・

設備資金

5年以内

小規模事業資

金（ミニ）

従業員 30人以下（商業・サービス業は 10人
以下）の小規模事業者

300万円 年 1.3％以内 運転資金

4年以内

小口零細対応

小規模事業資金

★

従業員 20人以下（商業・サービス業は 5人以
下）の小規模企業者

1,250万円 年 2.0％以内
運転・

設備資金

10年以内
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経

営

安

定

資

金

不況対策資金

（5 年型）

１ 最近 3 か月間又は 6 か月間の月平均売上

高、平均売上総利益(率)、平均営業利益(率)の
いずれかが、前年又は前々年の同期と比べて

減少している中小企業者等

２ 主要な取引先からの最近 3 か月間又は 6
か月間の月平均受注額が、前年又は前々年の

同期と比べて減少している中小企業者等

3,000 万円

年 1.5％以内

運転・

設備資金

5 年以内

３ 為替変動の影響により、最近 3 か月間又

は 6 か月間の月平均売上高が前年又は前々年

の同期と比べて 10％以上減少、若しくは平均

売上総利益(率)及び平均営業利益(率)のいず

れかが、前年又は前々年の同期と比べて 5％
以上減少している中小企業者等

年 1.4％以内

４ 取引先の支払条件が変わり、資金繰りが

困難になっている中小企業者等

５ 中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 5 号

の認定を受けた中小企業者等(セーフティネ

ット保証を利用) 

年 1.5％以内

不況対策資金

（10 年型）

１ 最近 3 か月間又は 6 か月間の月平均売上

高、平均売上総利益(率)、平均営業利益(率)の
いずれかが、前年又は前々年の同期と比べて

減少している中小企業者等

２ 主要な取引先からの最近 3 か月間又は 6
か月間の月平均受注額が、前年又は前々年の

同期と比べて減少している中小企業者等

8,000 万円

年 1.7％以内

運転・

設備資金

10 年以内

３ 為替変動の影響により、最近 3 か月間又

は 6 か月間の月平均売上高が前年又は前々年

の同期と比べて 10％以上減少、若しくは平均

売上総利益(率)及び平均営業利益(率)のいず

れかが、前年又は前々年の同期と比べて 5％
以上減少している中小企業者等

年 1.6％以内

４ 取引先の支払条件が変わり、資金繰りが

困難になっている中小企業者等

５ 中小企業信用保険法第2条第 5項第 2号、

第 5 号、第 6 号、第 7 号又は第 8 号の認定を

受けた中小企業者等(セーフティネット保証

を利用) 
６ 東日本大震災に対処するための特別の財

政援助及び助成に関する法律（平成 23 年法律

第 40 号）第 128 条第 1 項第 1 号の認定を受

けた中小企業者等

年 1.7％以内

関連倒産

防止資金

国又は市長が指定した倒産企業に、売掛金債

権等を 50 万円以上有している中小企業者等

及び 50 万円未満の売掛金債権等しか有して

いないがその倒産企業との取引規模が20％以

上である中小企業者等 8,000 万円 年 1.7％以内
運転資金

10 年以内

中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 1 号の認

定を受けた中小企業者等(セーフティネット

保証を利用) 
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災害対策資金

火災、風水害等の被害を受けた中小企業者等

8,000 万円

年 1.7％以内

運転・

設備資金

10 年以内

中小企業信用保険法第 2 条第 5 項第 3 号又は

第 4号の認定を受けた中小企業者等(セーフテ

ィネット保証を利用) 

激甚災害

対策資金

国が指定した激甚災害の被害を受けている中

小企業者等（災害関係保証を利用）
2 億 8,000 万円

借換支援資金

１ 保証付融資の借換えをすることにより、

月々の返済負担の軽減及び資金調達の円滑化

が図れる中小企業者等

２ １の条件を満たし、中小企業信用保険法

第 2 条第 5 項第 5 号の認定を受けた中小企業

者等(セーフティネット保証を利用) 
３ １の条件を満たし、東日本大震災に対処

するための特別の財政援助及び助成に関する

法律（平成 23 年法律第 40 号）第 128 条第 1
項第 1 号の認定を受けた中小企業者等

2 億 8,000 万円 年 1.8％以内
運転資金

10 年以内

経営力強化支援

資金

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援

を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画

の実行及び進捗の報告を行う中小企業者等

中小企業者

2 億 8,000 万円

協同組合等

4 億 8,000 万円

年 1.6％以内

運転資金

5 年以内

設備資金

7 年以内

企業再建資金

再建計画等を策定し償還の確実性が認めら

れ、企業再建を図る強い意思を持ち、金融機

関からの支援体制が構築されており今後も継

続支援が確実で、次のいずれかに該当する中

小企業者等

１ 神奈川県中小企業再生支援協議会の支援

を受けて再建計画を策定し、企業再建を図ろ

うとする方

２ 川崎市信用保証協会が設置する外部審査

会が当該中小企業者の事業再生に資すると見

込まれるものとして答申を行った再生計画に

より企業再建を図ろうとする方

2 億 8,000 万円 年 2.6％以内

運転・

設備資金

10 年以内

流動資産担保資金

事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有

する中小企業者等（棚卸資産を担保とする場

合は法人に限る）

2 億 5,000 万円 年 1.9％以内

運転・

設備資金

1 年以内

産業立地促進資金
川崎市が定める産業拠点地区及び工業専用地

域に進出する中堅・中小企業者等

運転資金

2 億 8,000 万円

設備資金

20 億円

年 2.0％以内

(運転) 
年 2.1％以内

(設備) 

運転資金

7 年以内

設備資金

15 年以内
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企業立地

促進資金

1 土地収用法第 3 条各号に掲げる事業及び

都市計画法第4条第15項の規定による都市計

画事業により産業拠点地区から移転を余儀な

くされた方のうち川崎市内に立地する中小企

業者等

2 川崎市内のインキュベーション施設（かわ

さき新産業創造センター、かながわサイエン

スパーク、テクノハブイノベーション川崎、

明治大学地域産学連携研究センター）に入居

した方のうち川崎市内に移転する中小企業者

等

2 億 8,000 万円 年 1.9％以内

運転資金

7 年以内

設備資金

10 年以内

創

業

支

援

資

金

アーリーステー

ジ対応資金

★

１ 過去に事業を営んだことがない方で、川

崎市内で開業する方又は開業後 5 年未満の中

小企業者等

２ 事業を継続している会社により新たに市

内で会社を設立（分社化）し、事業を開始す

る具体的な計画を有する方又は設立後 5 年未

満の中小企業者等

3,000 万円

年 2.2％以内

※1 

運転資金

7 年以内

設備資金

10 年以内

３ 川崎市内で開業後 1 年未満の中小企業者

等
1,000 万円

女性・若

者・シニア

起業家支

援資金

１ 過去に事業を営んだことがない方で、川

崎市内で開業する方又は開業後 5 年未満の中

小企業者等で、代表者が女性、30 歳未満又は

50 歳以上の方

２ 事業を継続している会社により新たに市

内で会社を設立（分社化）し、事業を開始す

る具体的な計画を有する方又は設立後 5 年未

満の中小企業者等で、代表者が女性、30 歳未

満又は 50 歳以上の方

3,000 万円
年 2.1％以内

※1 

新製品開発・新

分野進出支援資

金

原則として 1 年以上継続して同一事業を営む

方で、自社技術等を使った新製品の開発をし

ようとする製造業者等又は新分野進出後 1 年

未満の中小企業者等

3,000 万円 年 2.1％以内

福祉関連産業

育成資金

１ 介護サービス提供事業を営む中小企業者

等

２ 福祉関連サービス事業(給食サービス、移

送等)を営む中小企業者等

5,000 万円
(3,000 万円◎）

年 2.0％以内

運転資金

7 年以内

設備資金

10 年以内３ 福祉用具製造販売等を営む中小企業者等

４ 福祉関連試験研究事業を営む中小企業者

等

5,000 万円
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福祉製品開発

支援資金

1 「かわさき福祉産業振興ビジョン」の理念

に基づき、福祉製品等の開発及び改良を行な

う製造業者等

2 原則として 1 年以上継続して同一事業を

営む方で、自社技術を使い、「かわさき福祉産

業振興ビジョン」の理念に基づく、新製品の

開発、新分野の事業へ進出しようとする方及

び新分野進出後 1 年未満の製造業者等

5,000 万円
(3,000 万円◎）

年 2.0％以内

運転資金

7 年以内

設備資金

10 年以内

環境対策資金

１ 環境への対応を図ろうとする方又は低

CO2 川崎パイロットブランドに選定若しくは

低 CO2川崎ブランドに認定された製品・技術

等を有する方で、次の各号のいずれかに該当

する中小企業者等

(1) 省エネルギー機器、再生可能エネルギー

源利用機器及び温室効果ガスの排出の抑制等

に寄与する製品を建築物及び設備等に導入し

ようとする方

(2) 環境に配慮した製品及び技術等を研究・

開発、生産及び販売しようとする者

２ ISO14001、エコアクション 21、エコス

テージ、グリーン経営認証その他環境に関す

る認証制度の認証を取得している方又は取得

しようとする中小企業者等

３ 環境に配慮し、地域社会に貢献している

中小企業者等

４ その他市長が特に認めた中小企業者等

2 億 8,000 万円
(3,000 万円◎）

年 1.9％以内

運転資金

7 年以内

設備資金

10 年以内

コミュニティ

ビジネス支援資金

川崎市内に主たる事務所を置く NPO 法人で、

コミュニティビジネスを行っていると市長が

認める方

つなぎ資金

1,000 万円
年 1.2％以内

つなぎ資金

1 年以内

公

害

防

止

資 

金

★

公害防止施設

設置資金

公害を防止するために必要な施設の設備資金

を要する中小企業者･協同組合等

中小企業者

5,000 万円

協同組合等

1 億円

融資実行時の

長期プライム

レート＋

0.3％以内

(市から全額

利子補給あ

り) 

300 万円

以下

3 年以内

300 万円

超

5 年以内

600 万円

超

10 年以内

工場移転資金
公害を防止するために必要な工場等の移転費

用を要する中小企業者・協同組合等

低公害型生産

設備資金

ドライクリーニング機更新等のための費用を

要する中小企業者･協同組合等

融資実行時の

長期プライム

レート＋

0.1％以内

(市から 2 分

の 1 利子補給

あり) 

300 万円

以下

3 年以内

300 万円

超

5 年以内

低公害自動車

等購入資金

低公害車購入等のための費用を要する中小企

業者・協同組合等

土壌汚染

対策資金

土壌汚染の調査、除去、汚染拡散防止を行な

う中小企業者･協同組合等

融資実行時の

長期プライム

レート＋

0.3％以内

300 万円

以下

3 年以内

300 万円

超

5 年以内

600 万円

超

10 年以内
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◎＝これから事業を開始しようとする方又は事業を継続している会社により新たに市内で設立

（分社化）された会社の場合（NPO 法人の方は対象外）

★＝特定非営利活動法人（NPO 法人）の方は対象外

※１ 制度所定変動金利（短プラ＋0.7％以内）利用可

（２）信用保証等促進支援事業 

一部制度について、中小企業等の利用者の負担軽減を図るため保証料の補助を行うとと

もに、中小企業者等への貸付けについて債務保証等を行う川崎市信用保証協会の経営基盤

強化のため、代位弁済補助と指導育成を行う。

（３）中小企業の経営相談・金融相談事業 

景況の悪化により売上や利益率が減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業につ

いて、信用保証協会の別枠保証を設ける「セーフティネット保証制度」の認定を迅速に行

う。また、川崎市産業振興財団等と連携して、経営環境変化の影響を受ける中小企業者等

に対して、きめ細やかな対応を図る。
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 都市農業振興センター事業概要 

１ 事務所所在地 

  農業振興課、農地課  高津区梶ヶ谷 2-1-7 
  農業技術支援センター 多摩区菅仙谷 3-17-1 

２ 機構及び職員数        

  所長以下 35 名（農業振興課 9 名、農地課 13 名、農業技術支援センター12 名）

３ 市内農業の現状 

  農家戸数 1,172 戸（うち販売農家 595 戸）、農地面積 580 ha 
   ※ 出典：2015 年農林業センサス概数値（平成 27 年 2 月 1 日実施）、固定資産概要調書

４ 主 要 事 業 

【農業振興課】 

（１）担い手・後継者の育成 

将来の川崎の農業を担う後継者を育成するため、国の制度の活用をはじめ、農業フォー

ラムの開催などを通じた研修事業や、地域を牽引する認定農業者等を確保・育成する事業

を実施するほか、市民と農業青年が農業体験を通じて交流する場づくりなどを行う。

ア 新世代ファーマー育成事業

イ 女性農業担い手支援事業

ウ 農業担い手経営高度化支援事業 など

（２）地産地消の推進 

セレサ川崎農業協同組合と連携してかわさき地産地消推進協議会を運営し、市内産農産

物「かわさきそだち」の普及のため、かわさき地産地消フェアなどでの展示・販売による

PR 活動を行う。

ア 地産地消推進事業

イ 農業生産物放射能測定事業 など

（３）「農」とのふれあいによる農業への理解促進 

市民農園などの農業体験機会の提供や、花と緑の市民フェアなどのイベントの開催を通

じて、市民の農業理解の向上を図る。

ア 市民農園事業

イ 花と緑の市民フェア事業 など

（４）多様な主体との連携の推進 

市内産農物の付加価値向上や農作業の効率化・省力化、地域活性化等を図るため、農業

者や JA、大学・企業・NPO 等の多様な主体との連携を推進する。

ア 農商工等連携推進事業 など

13



（５）農業振興計画の推進 

平成 28 年 2 月に策定した「川崎市農業振興計画」に基づく事業の進捗状況の確認や評

価、今後の施策展開等について、附属機関である「川崎市農業振興計画推進委員会」で検

討を行う。

【農地課】 

（１）農業委員会事務 

農地の権利移動、転用許可、届出、相続税納税猶予適格者証明などに関する事務を行う。

なお、「農業委員会等に関する法律」の改正により、公選制が廃止され、市議会の同   

意に基づく市長の選任制となる。農協推薦・議会推薦の選任委員は廃止されたが、経過措

置として、平成 29 年 7 月 18 日までは現体制を継続する。

委 員 定 数 計

選挙委員

20 名

農協推薦委員

1 名

議会推薦委員

4 名 25 名

（２）違反転用対策 

本市、県、神奈川県警察等で構成する川崎市違反転用等防止対策検討会議で情報交換を

行い連携して指導を行うほか、農業委員会と合同で農地パトロールを行うなど、対策強化

に努めている。

（３）都市農地の保全と活用 

ア グリーン・ツーリズム推進事業 

大型農産物直売所「セレサモス」や明治大学黒川農場等の拠点を活用したグリーン・

ツーリズムを推進することにより、農業振興地域の活性化を図る。

イ 生産緑地地区の指定推進事業 

市街化区域の農地保全策として、生産緑地地区の追加・拡大指定を実施するとともに、

管理業務を行う。 

ウ 早野地区の活性化 

早野地区において、町内会・福祉団体・大学等地元で活動する各団体と連携しながら、

協働事業（野菜の直売や里地里山体験のイベントの実施等）を実施し、地区の活性化を

図る。 

エ 農地貸借促進事業 

遊休農地を解消し、認定農業者等の農業経営合理化等を図るため、農業委員会等と連

携し、農地の貸借調査やマッチング等により農地の貸し借りを推進する。 

（４）農業生産基盤の整備 

ア 黒川東
あずま

地区土地改良換地促進等整備事業

黒川東
あずま

土地改良事業共同施行の実施する換地事業の完了に向けた支援を行い、地区の

活性化を図る。

イ 農業用施設等保守管理事業

農業振興地域内の農業用施設等の計画的な調査・改修（ストックマネジメント）を行
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い、長寿命化を図る。

【農業技術支援センター】 

参考：敷地面積 20,280 ㎡、センター施設 果樹・野菜の試験圃場、花き温室、展望室等 

（１）農業技術支援 

農産物の安定的生産及び品質の向上を図るため、病害虫防除対策事業など、市内農業者

への技術支援を行う。

ア 環境保全型農業推進事業

イ 病害虫防除対策事業

ウ 土壌分析診断 など

（２）農業経営安定支援 

市内産農産物「かわさきそだち」を市民に供給するとともに、生産農家の経営の安定を

図るため、支援を行う。

また、近年多発するゲリラ豪雨による降雹等の気象災害に対する物理的な防除の支援と

して、多目的防災網を設置する農業経営者に対し、設置費用の一部を補助する。

ア 多摩川ナシ保存奨励事業

イ 多目的防災網等設置事業

ウ 施設園芸奨励事業 など

（３）援農ボランティアの育成・活用 

市内農家の後継者不足等を解消するため、市民から応募者を募り、援農ボランティア育

成支援事業「かわさきそだち栽培支援講座」により、援農者を養成する。

15



 次世代産業推進室事業概要 

１ 事務所所在地 

川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 10 階

２ 機構及び職員数 

  室長以下 11 名（コンテンツ産業 3 名、ウェルフェアイノベーション 4 名、ベンチャー産業

創出 4 名）

３ 主 要 事 業 

【コンテンツ産業】 

今後の成長産業であるコンテンツ産業等の振興を図る。

（１）産業デザイン振興育成事業 

市内企業等の協賛（デザイン課題提出）により、応募作品の実現化、商品化を目指す「か

わさき産業デザインコンペ」を実施するとともに、市内企業とデザイナーが交流する場と

して「かわさきデザインフォーラム」を開催する。

 （２）コンテンツ産業振興事業 

ア 「川崎市コンテンツ産業振興ビジョン」の基本理念である「コンテンツを活かした産業イ

ノベーションの推進」を具現化するため、創造・保護・活用の知的創造サイクルにおける各

段階での取組を通じて、コンテンツ産業の振興を図る。

イ コンテンツ活用事例の周知等により、市内事業者のコンテンツ活用を促進し、製品・サー

ビスの高付加価値化、情報発信力の強化へとつなげる取組を推進する。

ウ コンテンツ活用に係るセミナーや相談会の開催等を通して、コンテンツ活用の促進ととも

に、クリエイター・市内事業者等の交流を推進する。

【医工連携推進】 

他自治体や市内の医療系大学等と連携し、研究機関や医療機器製造販売企業等とものづく

り企業とのシーズ・ニーズマッチングを図るセミナーを開催するなどにより、市内企業の医

療分野への参入を促進する。

【ウェルフェア産業】 

次世代産業の創出を図るため、福祉産業の振興等を行う。

（１）ウェルフェアイノベーション推進事業 

ア 平成 25 年度に策定した「ウェルフェアイノベーション推進計画」に基づき、市内企

業の高い技術力を活用した福祉製品･サービスの創出・活用による福祉産業の振興を図る。

イ ウェルフェアイノベーションの推進にあたっては、福祉と産業を繋ぐネットワーク組

織「ウェルフェアイノベーションフォーラム」を活用し、多様な参画者の知見を活かし

ながら新たな福祉製品･サービスを創出する様々なプロジェクトを推進する。

（２）かわさき基準（KIS）推進事業 
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本市独自の福祉製品の基準である「かわさき基準（Kawasaki Innovation Standard）」
に基づく福祉製品の認証事業を推進する。

（３）福祉製品創出支援事業 

福祉製品の創出促進を図るため、開発から普及促進までの支援を行う。

ア 補助事業

福祉製品開発補助金、展示会出展補助金、福祉製品導入補助金

イ 普及促進支援

KIS 認証製品等の販路を拡大する仕組みの構築を図る販路開拓事業の実施、海外市場

への展開を図るためのモデル事業の実施 

（４）福祉サービス高度化事業 

  福祉製品の活用促進を通じ、福祉サービス水準の向上を図る。

ア 福祉製品販売事業者等と福祉施設等を訪問し、製品の導入を図る出張 PR 事業を実施

する。

イ 障害者団体等と連携し、商業施設等での現場フィールドワークを通じた福祉製品の導

入促進を図る。

【ベンチャー産業創出】 

新産業の創出を図るため、創業支援や起業家支援、新川崎・創造のもりを拠点とした産学

連携を推進する。また、新川崎・創造のもりの次期事業として、産学交流・研究開発施設の

整備を推進する。

（１）起業・創業支援事業 

ア 創業支援事業

平成 26 年 3 月に策定した「川崎市創業支援計画」に基づき、金融機関や経営支援機

関等の民間支援機関13団体と連携し、様々な主体による創業を一体となって支援する。

イ 起業化総合支援事業

創業フォーラムや起業家塾、ビジネスオーディションなど、起業家の成長段階に応じ

た支援事業を実施する。

   ウ ベンチャー企業等成長促進支援事業

有望な市内ベンチャー企業等に対して、専門家等による個別・集中の支援を提供し、

成長企業のモデルケースを創出する。

（２）新川崎・創造のもり事業の推進 

ア Ｋ２（ケイスクエア）タウンキャンパス事業

慶應義塾大学の先導的研究施設であるＫ２（ケイスクエア）タウンキャンパスを拠点

とした産学連携を支援し、オープンキャンパスやオープンセミナー等を開催する。

イ かわさき新産業創造センター（KBIC）の管理運営事業

かわさき新産業創造センター（KBIC）において、起業家や新事業への進出を目指す

企業に対し事業スペースを提供するほか、各分野の専門家による経営支援、企業間交流

や産学連携支援等を行う。

また、慶應義塾大学・幸区等と連携し、青少年の科学・ものづくりマインドの醸成に
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向けた地域イベント等を行う。

ウ 「NANOBIC」を活用したナノ・マイクロ産学連携事業
「NANOBIC」を拠点とし、4 大学（慶應、早稲田、東工大、東大）ナノ・マイクロ
ファブリケーションコンソーシアムとの連携により、ライフサイエンス、環境分野を中

心に、高い汎用性が期待できるナノ・マイクロ技術を核とした、市内ものづくり企業へ

の技術支援等を行う。

エ 新川崎・創造のもり次期事業の推進 

新川崎・創造のもり地区のさらなる魅力向上と産業集積の促進を図るため、創造のも

り次期事業地区（事業用地約 0.92ha）への、産学交流・研究開発施設の整備に向けた取
組を行う。
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 労働雇用部事業概要 

１ 事務所所在地 

  川崎区駅前本町 11-2 川崎フロンティアビル 6階

２ 機構及び職員数 

部長以下 15名（労政担当 6名、雇用担当 9名）

３ 主要事業 

（１）就業支援事業 

雇用情勢は持ち直しの動きが見られるものの、雇用のミスマッチ、若年無業者、女性労

働力の活用等の課題への対応が必要であり、求職者それぞれに対して、相談から研修、就

職まで、総合的な就業支援を推進するとともに、企業や経済団体、学校との協働により、

人材不足が懸念される市内中小企業等の人材確保対策に取り組む。

ア 「キャリアサポートかわさき」の運営（川崎市生活文化会館 5Ｆ）
（ア）総合相談窓口（職業・労働・生活相談、就業マッチング）

就職相談や労働相談などに応じるとともに、求職者に対する個別カウンセリングを

実施し、求人開拓及び無料職業紹介を行う「就業マッチング事業」をキャリアサポー

トかわさきのほか、川崎区役所・麻生区役所においても実施する。

また、出産・子育て等により離職し、再就職を目指す女性を主な対象とした保育サ

ービス付きの就業相談を、川崎市生活文化会館と川崎市男女平等参画センターで実施

する。

（イ）就職準備セミナー

就職活動のための知識・スキルを習得するためのセミナーを、若年、女性、中高年

の対象者別のほか、基礎、実践等の各コースを設けて実施する。

イ 若年者就業支援事業

国事業の「かわさき若者サポートステーション」に、市単独事業を加えて「コネクシ

ョンズかわさき」として総合的な支援体制とし、学校や企業等と連携しながら、職場・

就業体験、心理カウンセリング、保護者セミナー等を実施し、働くことに不安や悩みを

持つ若年無業者等の職業的自立を支援する。（川崎市生活文化会館 3Ｆ）
ウ 合同企業就職説明会

求職者の雇用及び企業の人材確保の機会を提供するため、一般求職者等に対する就職

説明会のほか、高卒予定者、大卒予定者を対象とした説明会を開催する。

また、市内大学や経済団体等と連携した就職説明会も開催する。

エ 女性就業支援事業

  多様な働き方を紹介するなど、子育て等により離職した女性等の再就職を支援する。

オ 地域中小企業人材確保・若者就業支援事業

  若者と市内中小企業等との就業マッチングにより、若者の就職を支援するとともに、

市内中小企業の人材確保を支援する。

カ 就業支援ポータルサイト「JOB-Lかわさき」の運営
民間事業者と協働で、求人情報、就業支援情報、労働情報、企業情報等を発信する。
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キ 市と国が一体となった就労・自立支援の実施

平成 25 年 2 月に締結した「アクション・プランに基づき川崎市と神奈川労働局が雇
用、福祉施策等を一体的に実施するための協定書」に基づき、田島支所、幸区役所、宮

前区役所、多摩区役所において、ハローワークの求人紹介端末の設置及びハローワーク

職員の配置を行い、生活保護受給者等に対し、市と国が一体となった就労・自立支援を

平成 25年度から実施している。

（２）産業人材育成・活用支援事業 

行政と産業界が一体となり、地域経済の振興及びその活力の維持等を図るため、産業人

材の確保・育成を推進する。

（３）労政事業 

労働団体や使用者団体・関係機関が協力して労働問題を協議し、労働災害の防止と労働

環境の整備に努める。

（４）川崎市勤労者福祉共済制度 

市内中小企業で働く従業員の福利厚生の充実を図り、豊かでゆとりのある生活を確立し、

併せて中小企業の振興に寄与することを目的とする。

ア 加入資格：従業員 300人以下、または資本金 3億円以下の事業所 
イ 加 入 数：平成 28年 3月 1日現在：1,519事業所、11,768人

（５）労働資料の調査・刊行事業 

労働関係法令に関する情報や労働関係の行事の広報を行うとともに、市内の労働情勢や

賃金、労働条件の実態を把握し、労働情報の提供に努める。

（６）技能振興事業 

市民生活に欠かすことができない重要な仕事にたずさわる技能職者の経営基盤の確立、

後継者の育成、技能の練磨、社会的地位の向上に努めることを目的に、各種事業を実施す

る。

ア 川崎市技能職団体連絡協議会の活動支援（43職種 63団体が加盟）
イ 「技能職者に学ぶ」の実施

技能職者を市内中学校に講師として派遣し、技術・技能の体験学習を交えながら紹介

し、自分の進路や職業について考える動機付けを図るとともに、技能職についての理解

を深める。（平成 27年度は 5校で実施）
ウ 経営基盤確立・経済振興の取組

「ものづくり都市かわさき」として、本市産業の維持・発展には技能職者が必要不可

欠であることから、安定した経営基盤の確立と経済振興の取組として、川崎市技能職団

体連絡協議会との連携による収益力向上を目的としたマーケティング支援、ビジネスマ

ッチングの機会創出などの事業を企画・実施する。

エ 技術・技能の体験イベントの開催

市民生活に密着した「ものづくり」を担う技能職者への理解を深めるため、市民祭り
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や技能フェスティバル等の会場において、市民、特に子どもが気軽に体験できるイベン

トを実施する。

オ 技能功労等表彰式の開催

永年にわたり同一事業に従事し、市民生活に功績がある者を表彰する事により、伝統

ある技能の保存・継承を促すとともに、技能職者の地位向上と技能習得意欲の高揚を図

る。

（27年度：技能功労 28職種 51名、優秀技能 25職種 60名、優秀青年技能 16職種 35名、永年特別１名）
カ 研修等補助金の交付

技能職団体の経営基盤の確立、社会的地位の向上、技能の錬磨、後継者育成等を図る

ために実施する事業に対して、補助金を交付する。

キ 広報活動の実施

技連協だよりの発行やインターネット等を活用し、各団体の活動状況などの情報提供

を行い、技能職団体に対する知名度の向上を図る。

（７）川崎市マイスター制度事業 

極めて優れた技術や卓越した技能を発揮して、産業の発展や市民の生活を支える「もの」

を作り出している現役の技術・技能職者を、川崎市最高峰の匠「かわさきマイスター」に

認定し、熟練した匠の技術の継承、素晴らしい技能の普及・振興活動、経済振興の取組な

どを行っている。

平成 28年 4月 1日現在、65職種・86名を認定しているが、現在の経済状況の中で小規
模な事業主や自営が大部分を占める技術・技能職者を顕彰することは、産業振興や技術の

継承を図るうえで重要である。

ア 「かわさきマイスター」の募集・選考・認定

イ 技能奨励・後継者育成に向けた取組

（ア）小学校・中学校にて実演や講演を行い、技術・技能職への関心を高める。また、高

校や職業技術校にて実技指導や講義を行い、技能の継承や後継者育成に努める。

（イ）かわさきマイスターまつり・市民祭り・技能フェスティバル等のイベントにおいて

卓越した匠の技を実演・披露するとともに製品展示を行い、技術・技能の普及・振興

を図る。

（ウ）講習会や研修会を開催し、卓越した技能の継承や技術・技能に対する認識を深める。

ウ 経済振興に向けた取組

（ア）営業力・収益力向上に向けた研修会・勉強会の開催及び商談会への出展を行う。

（イ）超一流の技術・技能者集団として、マイスターの技能を集結した「ものづくりの匠

プロジェクト」の取組や、各マイスターの技術の粋を尽くした製品を商品化する「も

のづくりコーディネート支援事業」の実施により、川崎らしい「ものづくり」を推進

する。

エ 広報活動の実施

情報発信をさらに充実・強化し、インターネットを中心に積極的にＰＲすることによ

り、技術・技能を尊重する気風を醸成する。

（８）住宅相談事業 

住宅の修理や増築・新築等で問題を抱えている市民への相談窓口を開設している。
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ア 各 区 役 所：第 3火曜日 9:00～12:00
イ 生活文化会館：第 2・4土曜日 13:00～16:00 

（９）勤労者文化・体育活動の奨励事業 

勤労者団体の文化・体育活動を奨励するため、トロフィー・賞状等を贈呈する。また、

中小企業大運動会を助成する。

（10）施設管理 

ア 川崎市生活文化会館（てくのかわさき）

平成 18年 4月 1日から指定管理者を導入。平成 28年 4月 1日から第 3期（5年間）
受 託 者：公益財団法人神奈川県労働福祉協会

会館の目的：市内技術・技能職者の拠点として、技能職者が技を磨き、その振興と後

継者の育成に努めるとともに、市民が多目的に利用し、技能職者と市民

が親しく交流しながら技術・技能への理解を深める。

所 在 地：川崎市高津区溝口 1-6-10 

イ 川崎市立労働会館（サンピアンかわさき）

平成 18年 4月 1日から指定管理者を導入。平成 28年 4月 1日から第 3期（5年間）
受 託 者：公益財団法人神奈川県労働福祉協会

会館の目的：勤労者が気軽に「つどい・語らい・学びあえる場」として、労働組合等

の大会、研修、会議、演劇等の使用に供するとともに、労働学校等の教

養講座を開設する。

所 在 地：川崎市川崎区富士見 2-5-2 
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 公営事業部事業概要 

１ 川崎競輪場の概要  

開設年月日 昭和 24年 3月 14日（第 1回競輪は同年 4月 24日から開催）
所 在 地 川崎区富士見 2－1－6（富士見公園内）
敷 地 面 積 46,286㎡
収 容 人 員 20,000人（最高入場者数は昭和 40年 5月 5日の 62,841人）
指 定 席 数 372席
発売窓口数 発売 95窓口、払戻 51窓口
競 走 路 1周 400ｍ

２ 機構及び職員数と執務体制 

（１）機構及び職員数 

公営事業部長以下 19名（総務課 11名、業務課 7名）

（２）競輪開催日執務体制 

公営事業部長を開催執務委員長とし、公営事業部職員、非常勤嘱託員及び臨時従事員（登

録数 101名）により、車券の発売・払戻、入場者の整理等競輪開催に伴う業務に従事（番
組編成、審判、選手管理等の競輪の実施面については、公益財団法人ＪＫＡに委託）して

いる。

３ 平成 28 年度開催予定回数（日数） 

開催回数 開催日数

川崎競輪場 12回 49日

４ 売上金及び入場者数の状況（平成 27年度川崎市営競輪） 

区分
開催

回数

開催

日数

売上金（円） 入場者（人）

年間 1日平均 年間 1日平均

競輪 12回 49日 15,277,094,000 311,777,428 158,683 3,238 

５ 一般会計への繰出金 

平成 26年度までの実績  127,703,522,000円

６ 基金積立について 

平成 26年度末残高
競輪施設等整備事業基金  2,255,496,501円
競輪事業運営基金     1,761,612,004円
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７ 競輪場再整備及び施設改修等について 

平成 22年度 ・富士見周辺地区整備基本計画等に基づき「川崎競輪場再整備基本計

画」を策定

平成 23年度 ・西スタンド及び選手管理棟の実施設計を実施

平成 24年度 ・西スタンド及び選手管理棟の建築工事に着手

・メインスタンド耐震補強工事の実施設計を実施

平成 25年度

平成 27年度

・西スタンド及び選手管理棟完成

・メインスタンド耐震補強工事に着手

・メインスタンド耐震補強工事完成

・メインスタンド内装改修及び外構整備等の実施設計を実施

・メインスタンドの内装改修工事に着手

平成 28、29年度 ・既存施設の除却工事

・競輪場一部敷地の公園敷地に転換（約 7,500㎡）
・正門棟の建築・外構整備

平成 30年度 ・メインスタンドの内装改修工事完成予定

平成 31年度 ・バンク内広場の整備

平成 32年度
平成 33年度

・バックスタンド改修工事

・東サイドスタンドの解体撤去工事
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 卸売市場事業概要

１ 所在地・敷地面積・取扱品目 

市 場 名 所    在    地 敷 地 面 積 取 扱 品 目

中央卸売市場

北 部 市 場
宮前区水沢1丁目1番1号 168,587㎡ 青果、水産、花き

地方卸売市場

南 部 市 場
幸区南幸町3丁目126番地1 32,224㎡ 青果、水産、花き

２ 機構及び職員数 

  中央卸売市場北部市場 市場長以下 22名（管理課 12名、業務課 9名）

３ 市場関係事業者                        （平成28年4月1日）

市 場 部門 卸売業者 仲卸業者 売買参加者 関連事業者

中央卸売市場

北 部 市 場

青果 1社 18社 151人

74社水産 2社 51社 7人

花き 1社 2社 504人

地方卸売市場

南 部 市 場

青果 1社 4社 59人

18社水産 1社 10社 0人

花き 1社 2社 183人

                青果・水産：トン・千円

４ 取 扱 高（平成27年）                花き：千本、束、個・千円

部   類 両 市 場 合 計 中央卸売市場北部市場 地方卸売市場南部市場

青果部
数量 106,839 105,795 1,044 

金額 28,281,288 28,084,606 196,682 

水産物部
数量 31,909 28,119 3,790 

金額 28,849,532 25,840,643 3,008,889 

花き部
数量 70,032 46,429 23,603 

金額 4,686,706 3,074,112 1,612,594 

５ 開設者の役割 

  市場関係事業者の業務許可、取引の指導監督並びに市場施設の整備及びこれらの維持管理を

行う。
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【経済労働局】

経済労働局長

　　原田　津一　２８０００ 産業政策部長 庶務課長 赤坂　慎一 ２８１０１

企画課長 若松　秀樹 ２８２０１

担当課長 木村　佳司 ２８２０２

〔オープンイノベーション推進〕

消費者行政センター室長 長　　　　浩 200-2261

国際経済推進室長 担当課長〔国際経済〕 長瀬　一郎 ２８３０１

　　折原　綾子　　２８４００ 担当課長 南　　　　誠 ２８６０３

〔グリーンイノベーション〕

産業振興部長 工業振興課長 小山　　孝 ２８６０１

　　草野　静夫　　２８６００ 商業振興課長 小沢　正勝 ２８７０１

観光プロモーション推進課長 松元　直樹 ２８７０２

金融課長 成田　伸治 544-1845

中小企業溝口事務所長 柳原　英男 812-1112

都市農業振興センター所長 農業振興課長 倉　　　雅彦 860-2462

　　柏井　幸博 農地課長 松川　哲司 860-2461

860-2462 農業技術支援センター所長 二郷　真一 945-0153

次世代産業推進室長 担当課長

〔コンテンツ産業担当〕

担当〕事務取扱 担当課長 秋山　敏之 ２８３０２

　　白鳥　滋之　　２８３００ 〔ウェルフェアイノベーション〕

対馬　俊之 ２８３０３

〔ベンチャー産業創出〕

労働雇用部長 担当課長〔労政〕 太田　伸一 ２８８０１

　　増田　宏之　　２８８００ 担当課長〔雇用〕 新沼　真琴 ２８８０２

担当理事

公営事業部長事務取扱 公営事業部長 総務課長 青井　　満 ５４８２６

　中村　　健　５４８２６ 担当課長〔経営改善〕 伊東　大介 　　〃

業務課長 木暮　慎二 ５４８２７

担当理事 中央卸売市場 管理課長 鈴木　雄二 975-2211

北部市場長事務取扱 北部市場長 業務課長 福田　克実 975-2219

　渡邉　幹雄　975‐2200

神奈川県川崎競馬組合派遣 経済労働局担当課長 鈴木　正紀 233‐6704

　　水谷　吉孝　　２８１００

担当課長〔コンテンツ産業

担当課長
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経済労働局　１  

課長 ℡2320(28101)
庶務係 ℡2321(28111)

　庶務係・経理係 ℡2322(28131)
　　(1)　局の人事、予算及び決算 経理係 ℡2323(28121)
　　(2)　局内の連絡調整及び事務改善 ℡2340(28141)
　　(3)　局事業の統計及び資料収集
　　(4)　局内他の課の主管に属しないこと
　　(5)　局指定管理者選定評価委員会

課長 ℡2360(28201)
企画調整 ℡2332(28211)

　　(1)　局主要事業の企画、調整及び進行管理 産業政策 ℡2337(28221)
　　(2)　地域経済に関する情報の収集及び分析 担当課長 ℡3895(28202)
　　(3)　科学技術振興に係る調査及び計画 科学技術 ℡3714(28222)
　　(4)　産業振興協議会

℡3896(28223)

室長 ℡2261
企画係 ℡2262(54828)

 企画係・啓発係・相談係 啓発係 ℡3864(54829)
　  (1)　消費者行政に係る施策の企画、調査及び 相談係 ℡2263(54830)
　　　 調整
　  (2)　消費生活に係る事業者の指導
　  (3)　消費生活及び物価の情報収集、情報提供及び意識の啓発
　  (4)　消費生活に係る相談及び消費者訴訟の援助
　　(5)　消費者行政推進委員会
  　(6)　消費者団体の育成
　　(7)　生活関連物資等の緊急対策

室長 ℡2335(28400)
担当課長 ℡2314(28301)
国際経済 ℡2336(28321)

　  (1)　アジア諸国の起業家の誘致及び創業支援 ℡2363(28402)
　  (2)　外国企業の誘致及び経営支援 担当課長
　  (3)　海外との産業交流の促進 グリーンイノベーション
　  (4)　国際経済及び貿易の振興 ℡3213(28603)
　  (5)　環境産業振興施策の推進 環境技術 ℡2335(28631)
　  (6)　臨海部における産業再生 環境調和 ℡2313(28641)
　  (7)　エコタウン構想 ℡2867(28642)

国際経済推進室

企 画 課

経 済 労 働 局

産 業 政 策 部

庶 務 課

局長

部長 ℡2311(28100)

℡2310(28000)

オープンイノベーション推進

消費者行政センター
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　　経済労働局　２

課長課長　　　℡2325(28601)

 工業振興係・ものづくり・ICT支援係 ℡2326(28611)
 操業環境整備係 ものづくり・ICT支援係
　 (1)　課の市税外収入 ℡2324(28621)
　 (2)　産業振興施策の推進（国際経済推進室及び ℡3722(28632)
      商業振興課の所管に属するものを除く。) 操業環境整備係
　 (3)　商工業関係団体等との連絡調整（商業振興 ℡2333(28331)
      課の所管に属するものを除く。） ℡3936(28332)
　 (4)　産業高度化支援
　 (5)　中小企業の経営の相談及び診断（商業振興
      課の所管に属するものを除く。）
　 (6)  中小企業の経営改善のための調査研究（商業振興課の所管に属するも
      のを除く。）
　 (7)　企業誘致（国際経済推進室の所管に属するものを除く。）
　 (8) 産業立地の指導及び誘導
 　(9) マイコンシティ事業の推進
　 (10) 公益財団法人川崎市産業振興財団
　 (11) 産業振興会館
   (12) 計量検査所との連絡調整

　　(1)　所の維持管理
　　(2)　所の市税外収入
　　(3)　計量意識の啓発
　　(4)　計量管理
　　(5)　計量関係団体との連絡調整
　　(6)　量目検査及び指導
　　(7)　計量器の検査及び取締り
　  (8)　計量器に係る異議申立て及び再検査

工 業 振 興 課

部長　　  ℡2312(28600)

       〔３類〕

部長産 業 振 興 部

工業振興係

計 量 検 査 所

28



　　経済労働局　３

課長 ℡2353(28701)

　商業振興係・商店街支援係 ℡2352(28731)
　　(1)　商業振興施策の推進 ℡2356(28713)
　　(2)　商業関係団体との連絡調整
　　(3)　大規模小売店舗の立地 ℡2328(28711)
　　(4)　大規模小売店舗立地審議会 ℡2330(28712)
　　(5)　中小企業の経営の相談及び診断（工業振興
 　　　課の所管に属するものを除く。）
　　(6)　中小企業の経営改善のための調査研究（工
　　 　業振興課の所管に属するものを除く。）
　　(7)　川崎アゼリア株式会社

課長 ℡2331(28702)
観光推進 ℡2327(28721)

　　(1)　観光施策の推進 ℡2329(28722)
　　(2)　観光振興計画推進委員会 ℡2308(28732)

課長 ℡544-1845
融資制度 ℡544-1847

 指導係 指導係 ℡544-1846
　 (1)　中小企業の金融制度の企画及び金融対策
　 (2)　中小企業の金融の相談、調査及び指導
   (3)　川崎市信用保証協会
   (4)　中小企業溝口事務所との連絡調整

　　(1)　中小企業の経営相談及び金融相談
　　(2)　中小企業の経営改善のための調査研究

　　(1)　課の市税外収入
　　(2)　農業振興計画
　　(3)　農業生産振興
　　(4)　水産
　　(5)　森林
　　(6)　農業関係団体及び畜産関係団体との連絡調整
　　(7)　農業振興計画推進委員会
　　(8)　農業技術支援センターとの連絡調整

　　(1)　課の市税外収入
　　(2)　農業委員会
　　(3)　農業振興地域の整備計画
　　(4)　農業生産基盤の整備及び農業用水の利用調整
　　(5)　生産緑地
　　(6)　農地法
　　(7)　農地の利用調整

商業振興係

　　 〔２類〕

農 業 振 興 課

商 業 振 興 課

 〔１類〕都市農業振興センター

農 地 課

金 融 課

 審査係・保全係

 農政係・振興係

商店街支援係

中小企業溝口事務所

観光プロモーション推進課
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　　経済労働局　４

　　(1)　センターの維持管理
　　(2)　センターの市税外収入
　　(3)　農業生産振興（農業振興課振興係の所管に属するものを除く。）
　　(4)　農産物の生産に係る相談、指導、試験研究及び技術的支援
　　(5)　農産物の生産に係る技術の向上を図るための講習会、研究会等の開催
　　(6)　農産物の生産に係る技術に関する情報の収集及び提供
　　(7)　果樹、野菜及び花き（以下「果樹等」という。）の優良な品種の普及
　　　 並びに果樹等の品種の保存
　　(8)　農業に対する理解を深めるための講習会、研修会等の開催
　　(9)　農産物の生産活動を支援するためのボランティアの養成

室長 ℡0161(28300)
コンテンツ産業

℡2334(28341)
　  (1)　室の市税外収入 担当課長 ℡2339(28302)
　  (2)　生活・文化関連産業の創出及び育成
　  (3)　産業デザインの振興 ℡3226(28351)
　  (4)　新事業の創出及び育成 担当課長 ℡3712(28303)
　  (5)　かわさき新産業創造センター ベンチャー産業創出
　  (6)　新川崎・創造のもり ℡2973(28361)

　　(1)　労使団体及び関係官公署との連絡調整 担当課長 ℡2298(28801)
　　(2)　労働資料の調査及び刊行 労政 ℡2271(28811)
　　(3)　雇用対策 勤労者福祉共済
　　(4)　勤労者福祉の推進及び啓発 ℡2275(28821)
　　(5)　技術技能の奨励及び振興並びに育成継承 担当課長 ℡2278(28802)
　　(6)　勤労者福祉共済事業 雇用 ℡2276(28841)
　　(7)　勤労者福祉共済運営協議会 技能奨励 ℡2299(28852)
　　(8)　かわさきマイスター選考委員会 産業人材育成
　　(9)　生活文化会館 ℡3212(28861)
　　(10) 生活文化会館運営委員会 相談員
　　(11) 労働会館 (労働雇用部)

(中原区役所地域振興課)

　庶務係・経理係・施設係
　　(1)　競輪事業の企画
　　(2)　競輪開催収支の経理及び決算
　　(3)　競輪事業収入の徴収
　　(4)　競輪場施設の維持管理
　　(5)　神奈川県川崎競馬組合との連絡調整
　　(6)　競馬の指定申請

部長

ウェルフェアイノベーション

部長　　  ℡2270(28800)

℡744-3156(63214)

公 営 事 業 部

労 働 雇 用 部

次世代産業推進室

　　　　〔２類〕

℡200-2272(28842)

 経営支援係・技術支援係

総 務 課

代表　℡233-5501(54826)

農業技術支援センター
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　　経済労働局　５

 競輪実施計画係
　　(1)　競輪の開催計画及び執行
　　(2)　競輪の制裁審議
　　(3)　競輪関係団体との連絡調整
　　(4)　場外車券売場
　　(5)　臨時従事員の労務管理

　庶務係・管理係・施設維持係
　　(1)　市場の施設整備の計画及び実施
　　(2)　市場に係る事業の国庫補助等の協議及び手続
　　(3)　市場の市税外収入
　　(4)　市場に係る施策の企画及び調整
　　(5)　市場の経営改善
　　(6)　市場の維持管理
　　(7)　市場関係団体との連絡調整
　　(8)　市場事業の統計及び調査
　　(9)　中央卸売市場開設運営協議会
　　(10) 市場施設の指定及び使用許可
　　(11) 市場内の整理及び取締り
　　(12) 川崎冷蔵株式会社
　　(13) その他市場内他の課の主管に属しないこと
　　(14) 地方卸売市場南部市場との連絡調整
　　(15) 地方卸売市場南部市場運営審議会

　青果花き係・水産係
　　(1)　市場関係事業者の業務の許可及び承認
　　(2)　市場関係事業者の業務の指導監督
　　(3)　せり人の登録等
　　(4)　出荷者
　　(5)　中央卸売市場北部市場取引委員会

業 務 課

中 央 卸 売 市 場 北 部 市 場  〔１類〕

管 理 課

業 務 課
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